
 

  

簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示（説明書） 

 

次のとおり簡易公募型プロポーザル方式に付します。 

令和 4 年１2 月 1 日 

契約責任者  

東日本高速道路株式会社 代表取締役社長 由木 文彦 

 

１．業務概要 

（１） 調査等名  令和４年度 道路保全工事業務における積算基準等検討業務 

（２） 業務概要 

本業務は、グループ会社を取り巻く社会環境、施工形態等の変化に対応した適正な積算価格算定に資

することを目的として、「植栽作業、小補修工事」の実態調査・分析を行った後、地域性・人員体制に適応し

た歩掛算出及び検討を行うものである。 

（３） 業務内容 

業 務 内 容 単位 数量 摘 要 

 ・植栽作業の歩掛調査・算出 

 ・小補修工事の歩掛調査・算出 

項目 

項目 

２８ 

１４ 

 

 

（４） 履行期間 

契約保証取得の日の翌日から６３０日間 

 

２． 競争参加資格 

参加表明に必要な書類の受領期限日を審査基準日（以下「審査基準日」という。）とし、審査基準日におい

て以下に該当する者であること。なお、審査基準日以降、契約者決定までの間において以下に該当する者で

なくなった場合、競争参加を認めないものとする。 

（１） 東日本高速道路株式会社契約規程実施細則（平成１７年細則第１６号）第６条（入札者に対する指示書

１［２］を参照のこと。）の規定に該当しない者であること。 

（２）開札時において、東日本高速道路株式会社における令和３・４年度競争参加資格「経済調査」の認定を受

けている者であること。 

（３）会社更正法に基づき更正手続開始の申立がなされている者、または民事再生法に基づき再生手続きの

申立がなされている者については、手続き開始の決定後、東日本高速道路株式会社が別に定める手続きに

基づく競争参加資格の再認定を受けている者であること。 

（４） 企業の業務実績 

参加希望者は、審査基準日において、元請として平成２４年度以降に完成及び引き渡しが完了した下記

の業務実績を有すること。 

同種業務 国又は高速道路会社、地方自治体、道路公社等において土木工事等の積算基 

準を検討した業務 

 

（５） 配置予定技術者の技術者資格 

本業務で配置予定の管理技術者は、審査基準日において下記に掲げる基準を満たす者であること。 



 

  

なお、外国資格を有する技術者（日本国および WTO 政府調達協定国その他建設市場が開放的であると

認められる国等の法人に所属する技術者に限る）については、あらかじめ下記に示す資格相当の旧建設大

臣認定又は国土交通大臣認定を受けていない場合にも同表明書を提出できるが、その提出時に大臣認定

申請書の写しを添付するものとし、かつ、下記に示す技術提案書の提出期間の最終日までに大臣認定を受

け、認定書の写しを提出する必要がある。 

１）管理技術者：下記のいずれかの資格を有するものでなければならない 

① 技術士【総合技術監理部門（建設-施工計画、施工設備及び積算）】の資格を有し技術士法によ

る登録を行っている者 

② 技術士【建設部門（施工計画、施工設備及び積算）】の資格を有し技術士法による登録を行って

いる者 

③ RCCM（施工計画、施工設備及び積算）の資格を有し、RCCM 資格制度規定による登録を行って

いる者 

（６） 配置予定技術者の業務実績 

   本業務で配置予定の管理技術者は、審査基準日において平成２４年度以降に元請として受渡しが完了

した業務において、下記に示す同種業務の実績を有すること。 

  １）管理技術者 

同種業務 国又は高速道路会社、地方自治体、道路公社等において土木工事等の積算基準を

検討した業務 

（７） 審査基準日において管理技術者の手持ち業務量（特定後未契約のものを含む）が、次の１）及び２）の

いずれにも該当しないこと。 

  １）１件 500 万円以上の管理技術者又は担当技術者として従事している手持ち業務について契約金額の

合計が 4 億円以上 

  ２）１件 500 万円以上の管理技術者又は担当技術者として従事している手持ち業務に潰え契約件数の合

計が 10 件以上 

     なお、手持ち業務に複数年度にわたる契約業務（※）がある場合の手持ち金額については、「手持ち

業務ごとに、履行期間の総月数を分母とし、審査基準日が属する年度に係る履行月数を分子として算

出した割合を手持ち業務ごとの契約金額に乗じて得た額」の合計額を手持ち業務の金額として評価す

る。 

     また、手持ち業務について、「低入札価格調査対象業務」がある場合は、１）の金額は2億円以上、２）

の件数は 5 件以上とする。 

     ※業務の履行期間が審査基準日の属する年度を含む複数年度に及ぶ業務 

（８） 審査基準日から落札者決定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）に東日本高速道路株式会社

から「地域３（関東支社が所掌する区域）」において、競争参加資格停止を受けていないこと（競争参加資格

停止期間（期首及び期末の日を含む）との重複がないこと）。 

（９） 審査基準日から入札・開札を経て落札者決定までの期間（期首及び期末の日を含む）において、入札に

参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 

    なお、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札者に

対する指示書１[１]「入札手続きの公正性・透明性の確保に関するお願い」の②（１）の記載に抵触するもの

ではないことに留意すること。 

① 資本関係 



 

  

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

1）子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 3 号の 2 に規定する子会社等をいう。以下同 

じ。）と親会社等（同条第 4 号の 2 に規定する親会社等をいう。以下同じ。）の関係にある場合 

2）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

② 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、1）については、会社等（会社法施行規則（平成18年 

法務省令第 12 号）第 2 条第 3 項第 2 号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法

（平成 11 年法律第 225 号）第 2 条第 4 号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社

更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 2 条第 7 項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

1）一方の会社等の役員（以下に掲げる定義に該当する者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を   

現に兼ねている場合 

2）一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人（以下に掲げる定義に該当する者をいう。以下同じ。）

を現に兼ねている場合 

3）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

【役員の定義】 

会社法施行規則第 2 条第 3 項第 3 号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。 

ⅰ）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

 a 会社法第 2 条第 11 号の 2 に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 

 b 会社法第 2 条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

 c 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役 

 d 会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされて

いる取締役 

ⅱ）会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

ⅲ）会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（同

法第 590 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社

員を除く。） 

ⅳ）組合の理事 

Ⅴ）その他業務を執行する者であって、ⅰ）～ⅳ）までに掲げる者に準ずる者 

【管財人の定義】 

民事再生法第 64 条第 2 項又は会社更生法第 67 条第 1 項の規定により選任された管財人 

③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

    組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は

人的関係があると認められる場合 

 

３． 競争参加手続等 

（１） 担当部署 

〒１００－８９７９ 東京都千代田区霞が関３－３－２ 

東日本高速道路株式会社 総務・経理本部 経理財務部 調達企画課 

電話０３－３５０６－０２１２      



 

  

（２） 交付図書の交付期間及び方法 

① 交付期間 令和４年１２月１日（木）から令和４年１２月２２日（木）までとする。 

② 交付方法 東日本高速道路株式会社のホームページから入手するものとする。  

（https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service/） 

（３） 参加表明に必要な書類及び提出方法等 

１） 参加表明に必要な書類 

 本説明書の別添１に定める参加表明書（様式１-１から様式１-6） 

２） 提出方法：正１部、副１部を電子メール又は書留郵便等により提出するものとする。 

    ※１ 電子メール、書留郵便等による提出方法の詳細は、入札者に対する指示書の冒頭「お知らせ」

を参照のこと。 

※２ 参加表明書への押印は不要とする。 

※３ 電子メールで送信する場合、「令和 3･4 年度工事等の競争参加資格審査申請時に登録済のメ 

  ールアドレス」若しくは「担当者連絡先届[指示書様式]により契約案件毎に登録したメールアドレ 

ス」から送信すること。ZIP ファイル形式による送信は受け付けない。 

※４ 書留郵便等の場合は『書留郵便』、『レターパックプラス[赤]』又は『信書便（民間事業者による

信書の送達に関する法律第2条第2項に規定）のうち「受領署名又は押印」を必要とする方法』

により提出すること。なお、受付期限内に提出のない場合や、持参、普通郵便、ゆうパック、宅

配便による提出は受け付けない。 

３） 提出先：上記（1）に定める担当部署 

４） 受領期限：令和４年１２月２２日（木）１６時必着 

５） 参加表明書の作成方法 

参加表明書の様式は別添１に定める参加表明書（様式１-１から様式１-6）とし、各様式Ａ４判とする。な

お、文字サイズは１０ポイント以上とする。 

６） 参加表明書記載上の留意事項 

記載事項 内容に関する留意事項 

参加表明書 

（様式１－１） 

●様式に必要事項を記載する。 

企業の同種業務実績 

（様式１－２） 

●記載する業務実績は、本説明書の２（４）に示す業務実績とする。 

●業務実績が確認できる①及び②の書類を添付すること。 

①契約書（写し）及び仕様書等（写し）（実績が確認できる箇所のみで可） 

②納品書（写し）又は請求書（写し） 

企業の同一業種における

表彰実績 

（様式１－３） 

●同一業種（経済調査）に属する業務で、平成２４年４月１日以降に NEXCO 東日

本から表彰を受けている場合に、表彰状の写しを縮小し添付すること。 

●表彰を受けていない場合は「なし」と記載すること。 

●手持ち業務は審査基準日において、上記２（７）に示す対象業務がある場合に

記載するものとする 

配置予定管理技術者の資

格等 

（様式１－４） 

●記載する技術者資格は、本説明書の２（５）に示すものとする。 

●記載した資格を有していることが確認できる書類を添付すること。 

●外国資格を有する者については、上記に示す資格相当の旧建設大臣認定又

は国土交通大臣認定を受けている認定書の写しを提出すること。 

配置予定管理技術者の同

種業務経験 

（様式１－５） 

●記載する業務実績は、本説明書の２（６）に示すものとする。 

●業務実績が確認できる①及び②の書類を添付すること。 

ただし記載した実績が企業の業務実績（様式 1-３）と同じ場合は添付しなくてよ

いものとする。 

https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service/


 

  

①契約書（写し）及び仕様書等（写し）（実績が確認できる箇所のみで可） 

②納品書（写し）又は請求書（写し） 

業務実施体制 

（様式１－６） 

●配置予定の管理技術者及び管理技術者以外の者の所属・氏名・担当する業

務等を記載するとともに、本業務履行の際の実施体制図を記載する。 

●管理技術者以外の者については、担当する分担業務の内容ごとに別の者を配

置することができるものとする。 

●配置予定管理技術者等の「担当する分担業務の内容」欄については、本説明

書の１（３）の業務内容の項目を記載する。 

●他の会社等に当該業務の一部を再委任する場合、再委任の具体的内容を記

載するとともに、再委任先、その理由を記載すること。なお、再委任先を選定中

の場合は「選定中」と記載すること。 

●調査等共通仕様書 1-19-1 に示す「主たる部分」、1-49 に示す「秘密の保持

に係る部分」を再委任してはならない。 

●参加表明者単独により、業務を実施する場合には様式内に「再委任の予定無

し」と記載する。 

※提出された参加表明書の不備や、添付書類により実績等が確認できない場合、当該参加希望者の

参加を認めない。提出期限までの間、参加希望者から提出を受けた参加表明書等の確認は行わな

いので、提出にあたっては参加希望者の責任により内容の確認を行うこと。 

（４） 説明書等に対する質問 

1） 説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により提出すること。 

① 受領期間：手続開始の公示の日から令和５年１月２４日（火）１６時まで 

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、１０時から１６時まで 

② 提出場所：本説明書の３（１）に定める担当部署 

（東日本高速道路株式会社 総務・経理本部 経理財務部 調達企画課） 

③ 提出方法：電子メール、書留郵便等により提出するものとし、普通郵便、持参又はＦＡＸによるものは受

付けない。なお、文書には、回答を受ける窓口担当の部署、氏名、電子メールのアドレス並びに電話及

び FAX 番号を併記するものとする。 

（メールアドレス：ki-h-head @e-nexco.co.jp） 

2） 質問に対する回答書は、質問者に対して電送を行うほか、次のとおりホームページで閲覧に供する。 

①回答予定日 質問書を受け取った日の翌日から原則として平日 5 日以内 

②回答方法 NEXCO 東日本のホームページ（「入札公告・契約情報検索」内の「本契約件名」の「備 

考」に掲載する 

  



 

  

４． 技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するための評価基準 

（１） 技術提案書の提出者に要求される資格 

本説明書の２に定める競争参加資格を満たす者 

（２）技術提案書の提出者を選定するための評価基準 

評価項目 評価の着目点  評価 

ｳｪｰﾄ 判断基準 

参

加

表

明

者

の

経

験

及

び

能

力 

企業の同種業

務実績 

平成２４年４月１日以

降に元請として完成

及び受渡しが完了し

た同種業務実績 

以下のとおり評価する。 

①同種業務実績が国又は高速道路会社において

発注した業務 

②同種業務実績が国又は高速道路会社以外にお

いて発注した業務 

 

以下の場合は加点しない。 

③上記①②以外の同種業務の実績 

 

①30 点 

 

②15 点 

 

③ 0 点 

企業の同一業

種における成績

表定点 

平成２４年 4 月 1 日

以降に元請として完

成及び受渡しが完了

した同種業務の成績 

以下のとおり評価する。 

同種業務が平成 24 年 4 月 1 日以降に元請として

完成及び引渡しが完了した業務である場合、成績

評定点について、以下の計算式で算出する。なお、

評価点は小数第 4 位を四捨五入し、小数第 3 位

止めとする。 

 

計算式 
       （競争参加者の成績評定点※1－70 点）  

＝10 点×                            × 係数 ※２ 

                  （90 点－70 点） 

 

※１ 90 点以上は 90 点とする 

※２ 同種業務実績が国又は高速道路会社におい

て発注した業務  ：1.0 

   同種業務実績が国又は高速道路会社以外に

おいて発注した業務：1.0×0.5 

 

以下の場合は加点しない 

①同種業務実績が平成 24 年 4 月 1 日以降に完

成及び引渡しが完了した業務で成績評定点が

70 点未満の業務 

②成績評定点の写しの添付（提出）がない場合 

③上記※２の発注機関以外の成績 

10 点 

～0 点 



 

  

企業の同一業

種における表彰 

平成２４年 4 月 1 日

以降の NEXCO 東日

本からの表彰で、競

争参加資格における

業種区分が「経済調

査」の業務 

 

以下の順位で評価する。なお、複数の表彰実績が

ある場合は、提出された表彰実績のうち最も高い表

彰実績で評価する。 

①社長表彰又は支社長表彰の実績を有する 

②事務所長表彰の実績を有する 

 

以下の場合は加点しない。 

③表彰実績がない場合 

④NEXCO 東日本以外での表彰実績である場合 

⑤平成２４年 3 月 31 日以前の NEXCO 東日本にお

ける表彰実績である場合 

⑥業務に関する表彰ではなく企業等への感謝状で

ある場合 

① 5 点 

 

②2.5 点 

 

③～⑥ 

0 点 

参加表明者の経験

及び能力 

事故及び不誠実な

行為 

以下に該当する場合に評価を減ずる。 

①NEXCO 東日本において令和３年１２月２３日から

令和４年１２月２２日までに当該業種に係る文書

警告を受けた 

②NEXCO 東日本において令和３年１２月２３日から

令和４年１２月２２日までに当該業種に係る口頭

注意を受けた 

①-5 点 

 

②-2 点 

配

置

予

定

管

理

技

術

者

の

経

験

及

び

能

力 

配置予定管理

技術者の技術

者資格 

技術者資格等、その

専門分野の内容 

 

技術部門、科目、種類に応じ以下のとおり評価す

る。 

なお、外国資格を有する者については、あらかじめ

下記に示す資格相当の旧建設大臣認定又は国土

交通大臣認定を受けている者を評価する。 

①競争参加資格要件で求めた技術士の資格を有

し、技術士法による登録を行っている 

②競争参加資格要件で求めた下記の資格登録を

行っている 

・RCCM 

 

なお、上記に該当しない場合は選定しない。 

①20 点 

 

②10 点 

配置予定管理

技術者の同種

業務の経験 

平成２４年４月１日以

降に元請として完成

及び受渡しが完了し

た同種業務の経験 

 

以下のとおり評価する。 

①同種業務実績が国又は高速道路会社において

発注した業務 

②同種業務実績が国又は高速道路会社以外にお

いて発注した業務 

 

以下の場合は加点しない。 

③上記①②以外の業務 

①20 点 

 

②10 点 

 
③ 0 点 



 

  

配置予定管理

技術者の同種

業務の技術者

評定点 

平成２４年４月１日以

降に元請として完成

及び受渡しが完了し

た同種業務の成績 

以下の順位で評価する。 

同種業務に従事した管理技術者が、平成24年4月

1 日以降に元請として完成及び引渡しが完了した業

務である場合、成績評定点（技術者評定点）につい

て、以下の計算式で算出する。なお、評価点は小数

第 4 位を四捨五入し、小数第 3 位止めとする。 

  

計算式 
（競争参加者の成績評定点※1－70 点）  

＝10 点×                          × 係数 ※２ 

               （90 点－70 点） 

 

※１ 90 点以上は 90 点とする 

※２ 同種業務実績が国又は高速道路会社におい

て発注した業務  ：1.5 

   同種業務実績が国又は高速道路会社以外に

おいて発注した業務：1.5×0.5 

 

以下の場合は加点しない 

①同種業務実績が平成 24 年 4 月 1 日以降に完成

及び引渡しが完了した業務で成績評定点が70点

未満の業務 

②成績評定点の写しの添付（提出）がない場合 

③上記※２の発注機関以外の成績 

④類似業務である場合 

15 点 

～0 点 

 手持ち業務 配置予定管理技術者のうち次のいずれかに該当す

る場合は選定（評価）しない。 

①１件 500 万円以上の管理技術者又は担当技術

者として従事している手持ち業務について契約金

額の合計が 4 億円以上 

②１件 500 万円以上の管理技術者又は担当技術

者として従事している手持ち業務について契約件

数が 10 件以上 

なお、手持ち業務に複数年度にわたる契約業務

（※）がある場合の手持ち金額については、「手持ち

業務ごとに、履行期間の総月数を分母とし、審査基

準日が属する年度に係る履行月数を分子として算

出した割合を手持ち業務ごとの契約金額に乗じて得

た額」の合計額を手持ち業務の金額として評価す

る。 

 また、手持ち業務について、「低入札価格調査対

象業務」がある場合は、１）の金額は2億円以上、２）

の件数は 5 件以上とする。 

 

※業務の履行期間が審査基準日が属する年度を含

む複数年度に及ぶ業務 

－ 



 

  

業務実施体制 業務実施体制の妥

当性 

以下に該当する場合には選定（評価）しない。 

・再委任の内容が主たる部分若しくは秘密の保持に

係る部分である場合 

・業務の分担構成が、不明瞭または不自然な場合 

 

なお、「主たる部分」、「秘密の保持にかかる部分」と

は次のことをいう。 

・主たる部分：調査等共通仕様書 1-19-1 に示す

部分 

・秘密の保持にかかる部分：調査等共通仕様書 1-

49-12 に示す部分 

－ 

（３） 技術提案書の提出者の選定数 

技術提案書の提出者は、評価の優れたものから上位３者を選定する。ただし、評価点が第３位まである者

が３者を超えて存在する場合はこの限りでない。なお、技術提案書の提出者として選定した者には、選定通

知書をもって通知する。 

 

５． 非選定理由に関する事項 

（１） 参加表明書を提出した者のうち、技術提案書の提出者として選定されなかった者に対しては、選定され

なかった旨とその理由（非選定理由）を書面（非選定通知書）により通知する。 

（２） 上記（１）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に、書面

（様式は自由）により、契約責任者に対して非選定理由について説明を求めることができる。 

（３） 上記（２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日以内（休日を含まない。）に

書面により行う。 

（４） 非選定理由の説明請求の受付場所、受付時間及び受付方法は以下のとおりとする。 

① 受付場所：本説明書の３（１）に定める担当部署 

（東日本高速道路株式会社 総務・経理本部 経理財務部 調達企画課） 

② 受付時間：１０時から１６時まで 

③ 受付方法：書面は電子メール、書留郵便等により提出するものとする。 

（メールアドレス：ki-h-head @e-nexco.co.jp） 

※１ 電子メール、書留郵便等による提出方法の詳細は、入札者に対する指示書の冒頭「お知らせ」

を参照のこと。 

※２ 書留郵便等の場合は『書留郵便』、『レターパックプラス[赤]』又は『信書便（民間事業者による

信書の送達に関する法律第2条第2項に規定）のうち「受領署名又は押印」を必要とする方法』

により提出すること。なお、受付期限内に提出のない場合や、持参、普通郵便、ゆうパック、宅

配便による提出は受け付けない。 

６． 技術提案に必要な書類及び提出方法等 

（１） 技術提案に必要な書類 

本説明書の別添２に定める技術提案書（様式 2-1 から様式 2-3） 

（２） 提出方法等 

① 提出方法 ：正１部、副４部を電子メール、書留郵便等により提出するものとする。 

※１ 電子メール、書留郵便等による提出方法の詳細は、入札者に対する指示書の冒頭「お知らせ」

を参照のこと。 



 

  

※２ 技術提案書への押印は不要とする。 

※３ 電子メールで送信する場合、「令和 3･4 年度工事等の競争参加資格審査申請時に登録済のメ 

         ールアドレス」若しくは「担当者連絡先届[指示書様式]により契約案件毎に登録したメールアドレ 

ス」から送信すること。ZIP ファイル形式による送信は受け付けない。 

※４ 書留郵便等の場合は『書留郵便』、『レターパックプラス[赤]』又は『信書便（民間事業者による

信書の送達に関する法律第 2 条第 2 項に規定）のうち「受領署名又は押印」を必要とする方

法』により提出すること。なお、受付期限内に提出のない場合や、持参、普通郵便、ゆうパック、

宅配便による提出は受け付けない。 

② 提出先  ：本説明書の３（１）に定める担当部署 

（東日本高速道路株式会社 総務・経理本部 経理財務部 調達企画課） 

③ 提出期限 ：令和５年２月１日（水）１６時必着 

④ 技術提案書の作成方法 

技術提案書の様式は別添 2（様式 2-１から様式 2-3）に定めるとおりとし、各様式 A４判とする。 

なお、文字サイズは１０ポイント以上とする。 

⑤ 技術提案書の記載上の留意事項 

本業務の目的を理解し、最適な提案を行うことを基本とする。 

（３） 業務規模の目安 

本業務の規模は、2,500 万円（消費税及び地方消費税相当額（10％）含む）以下とする。 

 

７． 技術提案書作成上の基本事項 

技術提案書は、業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるものであり、成果の一部の提出

を求めるものではない。なお、本説明書において記載された事項以外の内容を含む技術提案書については、

提案を無効とする場合があるので注意すること。 

 

 

 

 

記載事項 内容に関する留意事項 

技術提案書 

（様式 2-1） 

●様式に必要事項を記載する。 

業務の実施方針・取

り組み姿勢 

（様式 2－2） 

業務への取り組み姿勢を評価するため、各項目に以下のとおりに記載する 

●「業務の実施方針」には、本調査等の業務内容や特徴を踏まえた業務を遂行

するための着眼点を記載する 

●「実施フロー」には、本調査等の実施フローについて簡潔に記載する。 

●「その他」には、本調査等に関する知識や有効な提案（有益な代替案の提示、

重要事項の指摘等）について記載する。 

様式については A4 判（片面）２枚以内で作成することとし、実施の手順を示す工

程計画は、設計図書に基づき別途作成の上、様式 2-2 に添付するものとする。

（工程計画表の用紙のサイズは A4 判又は A3 判で片面１枚とする。） 

参考見積 

（様式 2-3） 

●本業務に係る参考見積を提出する。 

●参考見積は、積算の際の参考及び技術提案書を特定するための評価項目と

して用いる。 

●A４判片面１枚程度とする。 



 

  

８． 技術提案書を特定するための評価基準 

 評価項目 評価の着目点 
 評価 

ｳｪｰﾄ 判断基準 

配

置

予

定

技

術

者

の

経

験

及

び

業

務

実

施

能

力 

配置予定管理技

術者の技術者資

格 

技 術 者 資 格

等、その他の

専門分野の内

容 

下記の順位で評価する。 

なお、外国資格を有する者については、あらかじめ下

記に示す資格相当の旧建設大臣認定又は国土交通

大臣認定を受けている者を評価する。 

①競争参加資格要件で求めた技術士の資格を有し、

技術士法による登録を行っている 

②競争参加資格要件で求めた下記の資格登録を行

っている 

・RCCM 

 

なお、上記に該当しない場合は特定しない。 

①20 点 

②10 点 

配置予定管理技

術者の同種業務

の経験 

平成２４年４月

１日以降に元

請けとして完

成及び受渡し

が完了した同

種業務の実績 

以下のとおり評価する。 

①同種業務実績が国又は高速道路会社において発

注した業務 

②同種業務実績が国又は高速道路会社以外におい

て発注した業務 

 

以下の場合は加点しない。 

③上記①②以外の業務 

①20 点 

②10 点 

③ 0 点 

実施方針・実施フロー・

工程表・その他 

 

業務理解度 ・業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優

位に評価する。 
10 点 

実施手順 ・業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場

合に優位に評価する 

・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い

場合に優位に評価する 

30 点 

その他 ・有益な代替案、重要事項の指摘がある場合に優位

に評価する 
20 点 

参考見積 

 

業務規模（２，５００万円（消費税及び地方消費税 

（１０％）含む））以下とし、これを超える場合は特定し

ない 

・提案内容に対して見積りが不適切な場合 

― 

 

９． 技術提案書等に関するヒアリング 

(１) 以下のとおりヒアリングを行う。なお、実施方法及び実施日時については、別途通知する。 

① 実施方法：東日本高速道路株式会社本社における対面方式又は電子メール方式 

② 実 施 日：令和５年２月２日（木）から令和５年２月６日（月）まで 

③ 出 席 者：配置予定管理技術者 

（２） ヒアリングは参加表明書及び技術提案書に記載された以下の事項を中心に行うこととし、対面方式の場

合は、３０分以内でプレゼンテーションを行い、その後質疑応答を行う。 

① 業務の実施体制 

② 業務の取組み姿勢（業務の実施方針、実施フロー、工程計画、その他） 

（３）ヒアリング時の追加資料は受理しない。 



 

  

 

１０． 特定及び非特定理由に関する事項 

(１) 技術提案書及び見積者として特定された者に対しては，特定された旨を書面（技術提案書及び見積者の

特定通知書）により通知する。 

(２) 提出した技術提案書が特定されなかった者に対しては，特定されなかった旨とその理由(非特定理由)を

書面(非特定通知書)により通知する。 

(３) 上記(２)の通知を受けた者は，通知をした日の翌日から起算して７日(休日を含まない。) 以内に、書面 

(様式は自由) により、契約責任者に対して非特定理由について説明を求めることができる。 

(４) 上記(３)の回答は，説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日以内(休日を含まない。) に

書面により行う。 

(５) 非特定理由の説明書請求の受付場所、受付時間及び受付方法は以下のとおりである。 

① 受付場所：本説明書の３（１）に定める担当部署 

（東日本高速道路株式会社 総務・経理本部 経理財務部 調達企画課） 

② 受付時間：１０時から１６時まで 

③ 受付方法：書面は持参、書留郵便、信書便又は電子メールにより提出するものとし、普通郵便又はＦＡＸ 

によるものは受付けない。 

           （メールアドレス：ki-h-head @e-nexco.co.jp） 

 

１１． 契約書作成の要否等：要 

 

１２． 支払条件  前払金：有 

 

１３． 関連情報を入手するための照会窓口 

本説明書の３（１）に定める担当部署 

（東日本高速道路株式会社 総務・経理本部 経理財務部 調達企画課） 

 

１４． その他の留意事項 

(１) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨によるものとする。 

(２) 参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

(３) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された参加表明書及び技術提案書を

無効とするとともに虚偽の記載をした者に対して東日本高速道路株式会社競争参加資格停止等事処理要

領に基づく競争参加資格停止措置を行う。 

（４）本説明書の２（２）に定める競争参加資格の認定を受けていない者も参加表明書を提出することができる

が、本説明書の６（２）に示す技術提案書の提出期間の最終日までに当該資格の認定を受けていなければ

ならない。 

(５) 参加表明に必要な書類の受領期限までに参加表明書を提出しない者及び技術提案書の提出者に選定

された旨の通知を受けなかった者は、技術提案書を提出できないものとする。 

 (６) 提出された参加表明書は返却しない。 

(７) 提出された技術提案書は返却しない。なお、提出された技術提案書は、提出者に無断で使用しない。 



 

  

(８) 参加表明書及び技術提案書は提出期限以降、差し替え及び再提出は認めない。また、参加表明書及

び技術提案書に記載した配置予定管理技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等

のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の者であるとの契約責任者の了解を得なければ

ならない。 

(９) 技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した仕様書の作成のために、業務の具体的な実施方

法について提案を求めることがある。 

以 上 



 

  

 

 

参  加  表  明  書 

 
（調査等名）令和４年度 道路保全工事業務における積算基準等検討業務 

 

 標記業務について関心がありますので、参加表明書を提出します。 

 なお、標記業務の手続開始の公示において示された競争参加資格にかかる要件について、以下のとおり

宣誓するとともに、添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

・当社は、東日本高速道路株式会社契約規程実施細則第 6 条に該当する法人ではありません。なお、同

条第４項第六号に関しては、排除要請等の対象法人ではありません。 

・当社と資本関係又は人的関係（注１）にある者は、上記件名の入札手続きには参加しません。 

・今後、落札者決定までの間において上記宣誓事項に変更が生じた場合、速やかに書面をもって契約責

任者宛に申し出ます。 

 

令和  年  月  日 

 

東日本高速道路株式会社 

代表取締役社長  由木 文彦  様 

 

仕入先ｺｰﾄﾞ (注２) 

住  所 

会社名 

代表者                                

 

担当者 

TEL 

FAX 

E-mail 

 

【添付資料】 

 １．企業の業務実績 

 ２．企業の同一業種における表彰実績 

 ３．配置予定技術者の資格等 

 ４．業務実施体制・本業務の組織体制 

【注意事項】本注意事項については提出時に記載する必要はありません。 

（注１）に示す資本関係又は人的関係については、別紙「競争参加が制限される入札参加者間の資本関 

    係又は人的関係」をご確認下さい。なお、申請にあたり別紙 1 の提出は不要です。 

 （注２）に示す仕入先コードは、東日本高速道路株式会社ホームページ内の有資格者名簿に記載されて 

いる１０桁のコード番号を記載すること。東日本高速道路株式会社の有資格者として登録していな

い場合は「登録なし」と記載する。 

  

別添１ 様式１－１ 



 

  

別紙 1「競争参加が制限される入札参加者間の資本関係又は人的関係」 

 
  



 

  

企業の同種業務実績 

 

・業務実績の要件 

同種業務 国又は高速道路会社、地方自治体、道路公社等において土木工事等の積算基 

準を検討した業務 

 

・業務実績  

業務名  

テクリス登録番号  

契約金額  

履行期間  

発注機関  

成績評定点  

業務の概要 
 

備考  

 
記載方法 

・記載する業務実績は、本説明書の２(４)に示す業務実績とする。 
・業務の概要は、業務実績の要件を満たしていることが確認できる事項を優先的に記載すること。 

 
添付書類（①及び②の書類を添付すること。） 

①契約書（写し）及び仕様書等（写し）（実績が確認できる箇所のみで可） 
②納品書（写し）又は請求書（写し） 
 
 

 

  

様式１－２ 



 

  

企業の同一業種における表彰実績 

 

同一業種（経済調査）に属する業務内容で、発注者から表彰を受けている場合に表彰状の写しを貼付す

る。 

表彰名 

業務名 

発注者名 

 

 

  

様式１－３ 



 

  

配置予定管理技術者の資格等 

 

氏名  

生年月日  

現職 所属  

 役職  

資格 資格の種類 部門 取得年月日 

技術士 総合技術監理部門 

（〇〇―〇〇） 

 

 〇〇部門（〇〇）  

RCCM 〇〇部門  

〇〇   

 

 

手持ち業務

の状況 

業務名 

（TECRIS 登録番号） 

発注者名 履行期間 契約金額 

（百万円） 

1 例）〇〇自動車道〇〇業務 

（TECRIS0000-000000） 

NEXCO〇日本 H00.00.00～ 

H00.00.00 

 

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

8  

 

   

9  

 

   

10  

 

   

 契約総額 

 

 

＜添付資料＞ 

①上記資格に記載した資格に関する「登録証」の写しを添付するものとする。 

＜記載上の注意事項＞ 

①手持ち業務の状況で、テクリス登録を行っている場合は、業務名の下段に登録番号を記載すること。 

②手持ち業務の状況で、当該業務の発注機関の低入札価格調査対象業務となった業務については、契

約金額の下段に「低入札」と記載すること。 

  

様式１－４ 



 

  

 

 

配置予定管理技術者の同種業務経験 

 

・業務実績の要件 

同種業務 国又は高速道路会社、地方自治体、道路公社等において土木工事等の積算基 

準を検討した業務 

 

・業務実績                                          氏名                

業務名  

テクリス登録番号  

契約金額  

履行期間  

発注機関  

従事役職 【管理技術者、担当技術者等を記載】 

業務の概要 
 

成績評定点 
 

備考  

 
記載方法 

・記載する業務実績は、本説明書の２(５)に示す業務実績とする。 
・業務の概要は、業務実績の要件を満たしていることが確認できる事項を優先的に記載すること。 

添付書類（①及び②の書類を添付すること。ただし、記載した実績が企業の業務実績（様式１-２）と同じ場

合は添付しなくてよいものとする。） 

①契約書（写し）及び仕様書等（写し）（実績が確認できる箇所のみで可） 
②納品書（写し）又は請求書（写し） 
 
 
 
  

様式１－５ 



 

  

業務実施体制 

 

配置予定責任者等 担当する分担業務の内容 氏  名 所属・役職 

管理技術者    

○○    

○○    

○○    

○○    

○○    

※管理技術者以外の者は担当する分担業務の内容ごとに、別の者を配置することができるものとする 

※「担当する分担業務の内容」欄については、本説明書の１（３）の業務内容の項目を記載する。 

 

本業務の組織体制 

・下記には本業務の履行に際し、発注者の承諾を必要とする再委任及び軽微な内容の再委任を含めて組織

図を記載すること。 

 
管理技術者     

氏名     

役割内容     

       

 ○○  ○○  

 氏名  氏名  

 役割内容  役割内容  

       

 ○○  ○○  

 氏名  氏名  

 役割内容  役割内容  

       

    ○○  

    氏名  

    役割内容  

       

 再委任先の相手方（○○株式会社） 

 再委任内容 

 再委任を行う理由 

       

  

  

  

       

       
 

  

様式１－６ 

※再委任先が未定の場合は、相手方には『選定中』と記載し、再委任内容

及び理由を記載する。 

※参加表明者単独により業務を実施する場合は、『再委任の予定無し』と

記載する。 



 

  

 
 

 

 

技  術  提  案  書 

 

（調査等名）令和４年度 道路保全工事業務における積算基準等検討業務 

 

 標記業務について、令和  年  月  日付け東高○○○第○号にて要請がありました、技術提案書を

提出します。なお、添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

東日本高速道路株式会社 

代表取締役社長  由木 文彦  様 

 

                            仕入先ｺｰﾄﾞ（注１） 

住  所 

会社名 

代表者                                

 

担当者 

TEL 

FAX 

E-mail 

 

 

【添付資料】 

１．業務の実施方針・取り組み姿勢 

２．参考見積 

 

【注意事項】本注意事項については提出時に記載する必要はありません。 

（注 1）に示す仕入先コードは、東日本高速道路株式会社ホームページ内の有資格者名簿に記載され 

 ている１０桁のコード番号を記載すること。東日本高速道路株式会社の有資格者として登録して 

 いない場合は「登録なし」と記載する。 

  

別添２ 
様式２－１ 



 

  

業務の実施方針・取り組み姿勢 

 

本業務の目的を踏まえた実施方針及び取り組み姿勢（実施の着眼点など）を簡潔に記載すること。 

・業務の実施方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実施フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他 

 

 

 

 

 

・工程計画   別紙による 

様式２－２ 



 

  

参考見積 

１．総 額 

総額（税込）  

 

２．内 訳 

工種・名称・細目 単位 数量  技術者の職種   【労務単価：円/人】 技師Ｂ 

換算 

単価 金額 備考 

技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 

技術業務直接人件費              

   単価           

人           

   単価           

人           

  計              

技術業務直接経費              

              

             

  計              

  その他原価              

  一般管理費等              

  計              

  合計              

  消費税及び地方消費税相当額              

  総計              

＜記載上の注意事項＞ 

①参考見積の「２．内訳」は、本業務の金抜設計書及び特記仕様書に基づき作成すること。 

②「歩掛」は職種毎もしくは技師Ｂ換算にて内訳を記載すること。 

③「備考」には、その単価及び金額を適用した根拠を記載すること。 

 

様式２－３ 



 

  

【競争参加に必要な書類の確認事項】 

１. 競争参加に必要な書類は次のとおりです。競争参加に必要な書類について、提出前に今一

度、不足がないか確認して下さい。 

 

（１）参加表明に必要な書類 （受領期限：令和４年１２月２２日（木）） 

必要な書類 留意事項 チェック欄 

参加表明書 

（様式 1-1） 

●様式に必要事項を記載する。 
様式 1-1  

企業の業務実績 

（様式 1-2） 

 

●記載する業務実績は、本説明書の２（４）に示す業務実績とす

る。 
●業務実績が確認できる①及び②の書類を添付すること。 

①契約書（写し）及び仕様書等（写し）（実績が確認できる箇所

のみで可） 
②納品書（写し）又は請求書（写し） 

様式 1-2 
 

様式 1-2 の

添付書類 

 

企業の同一業種にお

ける表彰実績 

（様式１－3） 

●同一業種（経済調査）に属する業務で、平成２４年４月１日以

降に NEXCO 東日本から表彰を受けている場合に、表彰状の

写しを縮小し添付すること。 

●表彰を受けていない場合は「なし」と記載すること。 

●手持ち業務は審査基準日において、上記２（７）に示す対象業

務がある場合に記載するものとする 

様式 1-3 

 

配置予定管理技術者

の資格等 

（様式１－４） 

●記載する技術者資格は、本説明書の２（５）に示すものとする。 

●記載した資格を有していることが確認できる書類を添付するこ

と。 

●外国資格を有する者については、上記に示す資格相当の旧

建設大臣認定又は国土交通大臣認定を受けている認定書の

写しを提出すること。 

 

様式 1-4 
 

様式 1-4 の

添付書類 

 

配置予定管理技術者

の同種業務経験 

（様式１－5） 

●記載する業務実績は、本説明書の２（６）に示すものとする。 

●業務実績が確認できる①及び②の書類を添付すること。 

ただし記載した実績が企業の業務実績（様式1-３）と同じ場合

は添付しなくてよいものとする。 

①契約書（写し）及び仕様書等（写し）（実績が確認できる箇所

のみで可） 
②納品書（写し）又は請求書（写し） 

様式 1-5 

 

様式 1-5 の

添付書類 

 



 

  

業務実施体制 

（様式 1-6） 

●配置予定の管理技術者及び管理技術者以外の者の所属・氏

名・担当する業務等を記載するとともに、本業務履行の際の

実施体制図を記載する。 

●管理技術者以外の者については、担当する分担業務の内容

ごとに別の者を配置することができるものとする。 

●配置予定管理技術者等の「担当する分担業務の内容」欄に

ついては、本説明書の１（３）の業務内容の項目を記載する。 

●他の会社等に当該業務の一部を再委任する場合、再委任の

具体的内容を記載するとともに、再委任先、その理由を記載

すること。なお、再委任先を選定中の場合は「選定中」と記載

すること。 

●調査等共通仕様書 1-19-1 に示す「主たる部分」、1-49 に

示す「秘密の保持に係る部分」を再委任してはならない。 

●参加表明者単独により、業務を実施する場合には様式内に

「再委任の予定無し」と記載する。 

様式 1-6 

 

郵送提出の場合、書留郵便等になっているか（（簡易）書留郵便、レターパックプラス

（赤）、信書便のうち受領署名又は押印を必要とするバイク便等による提出は受け付け、普

通郵便、レターパック（青）、持参による提出は受け付けない。） 

 



 

  

（２）技術提案に必要な書類 （受領期限：令和５年２月１日（水）） 

 

２.その他 

 ●技術提案書を特定された者に対しては、特定された旨及び見積依頼を書面により通知し  

ます。見積参加に必要な書類に関しては、通知書面を確認してください。 

 ●提出いただいた参加表明に必要な書類、技術提案に必要な書類及び見積参加に必要な書

類に記載漏れ等不備があった場合、見積に参加出来ません。（入札者に対する指示書３[９]

〔２〕（３）を参照） 

 ●参加表明に必要な書類、技術提案に必要な書類及び見積に必要な書類は、提出期限を経

過した後、差替え、再提出は出来ません。 

必要な書類 留意事項 

 

チェック欄 

技術提案書 

（様式 2-１） 

●様式に必要事項を記載する。 

 
様式 2-1 

 

業務の実施方

針・取り組み

姿勢 

（様式 2-2） 

●本業務の目的を踏まえた実施方針及び取り組み姿勢（実施の着眼点など）

を簡潔に記載する。 

●本業務の業務実施フロー及び工程計画を記載する。 

●工程計画については、全体工程及び各業務の工程を簡潔に記載する。 

●様式はＡ４判片面２枚以内、工程計画表はＡ４判又はＡ３判片面１枚 

様式 2-2 

 

参考見積 

（様式 2-3） 

●本業務に係る参考見積を提出する。 

●参考見積は、積算の際の参考及び技術提案書を特定するための評価項

目として用いる。 

●A４判片面とする。 

様式 2-3 

 

郵送提出の場合、書留郵便等になっているか（（簡易）書留郵便、レターパックプラス（赤）、信

書便のうち受領署名又は押印を必要とするバイク便等による提出は受け付け、普通郵便、レタ

ーパック（青）、持参による提出は受け付けない。） 

 


